
 

 

 

 

 

関係法令 



 

 
 

１ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49

号）（抜粋） 

 

（公益認定） 

第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を

受けることができる。 

 

（公益認定の基準） 

第五条 行政庁は、前条の認定（以下「公益認定」という。）の申請をした一般

社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該

法人について公益認定をするものとする。 

一 （略） 

二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するもので

あること。 

三～十八 （略） 

 

（報告及び検査） 

第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限

度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織

及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人

の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２・３ （略） 

 

（勧告、命令等） 

第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当す

ると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定

めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２～５ （略） 

 

（公益認定の取消し） 

第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認

定を取り消さなければならない。 

 一～四 （略） 

２ 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り

消すことができる。 

 一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 

 二・三 （略） 
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３～７ （略） 

 

（委員会による勧告等） 

第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項

の規定に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行

った場合には、公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項

各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第

二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第

一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置をとることに

ついて内閣総理大臣に勧告をすることができる。 

２・３ （略） 

 

（権限の委任等） 

第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限（第六条各号

に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するもの

を除く。次項において同じ。）を委員会に委任する。 

２ （略） 

 

 

２ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）（抜粋） 

 

（届出等） 

第二十九条 有料老人ホーム（老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介

護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定

めるもの（以下「介護等」という。）の供与（他に委託して供与をする場合及

び将来において供与をすることを約する場合を含む。）をする事業を行う施設

であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その

他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。）を設置しようと

する者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次

の各号に掲げる事項を届け出なければならない。 

 一～七 （略） 

２～６ （略） 

７ 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生

労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するもの

は、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還

債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な

保全措置を講じなければならない。 

８～12 （略） 
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３ 割賦販売法（昭和36年法律第159号）（抜粋） 

 

（前受金保全措置） 

第十八条の三 許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日（以下こ

れらの日を「基準日」という。）において前払式割賦販売の契約を締結してい

る者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領し

た前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一

項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、

次条第一項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準

日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦

販売の契約を締結してはならない。 

２～５ （略） 

 

 

４ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二

種社会福祉事業をいう。 

２ （略） 

３ 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 

 一～十一 （略） 

 十二 福祉サービス利用援助事業（精神上の理由により日常生活を営むのに支

障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス（前項各号及び

前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。）

の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受

けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する

便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助

を一体的に行う事業をいう。） 

 十三 （略） 

４ （略） 

 

（都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等） 

第八十一条 都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行

うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と

協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施

されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する
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者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及

び啓発を行うものとする。 

 

 

５ 民法（明治29年法律第89号）（抜粋） 

  

 （後見開始の審判） 

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について

は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後

見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によ

り、後見開始の審判をすることができる。 

 

 （成年被後見人の法律行為） 

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の

購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 

 

 （保佐開始の審判） 

第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者につ

いては、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督

人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすること

ができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでな

い。 

 

（補助開始の審判） 

第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について

は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保

佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができ

る。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、こ

の限りでない。 

２・３ （略） 

 

（成年後見人の選任） 

第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後

見人を選任する。 

２～４ （略） 

 

 （後見監督人の選任） 
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第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親

族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができ

る。 

 

（後見の事務の監督） 

第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の

事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見

人の財産の状況を調査することができる。 

２ 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人

の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必

要な処分を命ずることができる。 

 

（成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限） 

第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必

要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなとき

を除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる

行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁

判所の許可を得なければならない。 

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 

二 相続財産に属する債務（弁済期が到来しているものに限る。）の弁済 

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要

な行為（前二号に掲げる行為を除く。） 

 

（保佐人に代理権を付与する旨の審判） 

第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若し

くは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保

佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 

２・３ （略） 

 

（補助人に代理権を付与する旨の審判） 

第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助

人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為につ

いて補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 

２ （略） 
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６ 任意後見契約に関する法律（平成11年法律第150号）（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定める

ところによる。 

 一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識

する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関

する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付

与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任

された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。 

二 本人 任意後見契約の委任者をいう。 

三 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される

前における任意後見契約の受任者をいう。 

四 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後に

おける任意後見契約の受任者をいう。 

 

（任意後見監督人の選任） 

第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人

の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配

偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選

任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

 一～三 （略） 

２～５ （略） 

 

（任意後見監督人の職務等） 

第七条 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。 

 一 任意後見人の事務を監督すること。 

 二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。 

 三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な

処分をすること。 

 四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本

人を代表すること。 

２ 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を

求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができ

る。 

３ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後

見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況
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の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずること

ができる。 

４ （略） 

 

 

７ 厚生労働省設置法（平成11年法律第97号）（抜粋） 

 

（所掌事務） 

第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げ

る事務をつかさどる。 

 一～八十 （略） 

 八十一 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 

 八十二～八十九の三 （略） 

 九十 老人の福祉の増進に関すること。 

 九十一 （略） 

 九十二 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。 

 九十三～百六 （略） 

 百七 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 

 百八～百十一 （略） 

２・３ （略） 

 

 

８ 消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）（抜粋） 

 

（任務） 

第三条 消費者庁は、消費者基本法（昭和43年法律第78号）第二条の消費者の権

利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して

安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益

の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保

並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行う

ことを任務とする。 

２・３ （略） 

 

（所掌事務） 

第四条 消費者庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務（第六

条第二項に規定する事務を除く。）をつかさどる。 
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 一 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに

推進に関すること。 

 二 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関する

こと。 

 三～二十六 （略） 

２・３ （略） 

 

 

９ 医師法（昭和23年法律第201号）（抜粋） 

 

第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由

がなければ、これを拒んではならない。 

２ （略） 

 

 

10 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省

令第39号）（抜粋） 

 

（提供拒否の禁止）  

第四条の二 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービ

スの提供を拒んではならない。 

 

 

11 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年

厚生省令第40号）（抜粋） 

 

（提供拒否の禁止）  

第五条の二 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供

を拒んではならない。 

 

 

12 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生

省令第41号）（抜粋） 

 

（提供拒否の禁止） 

第六条の二 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サー

ビスの提供を拒んではならない。 
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13 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法

律第112号）（抜粋） 

 

（居住支援協議会等） 

第十条 地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、

住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う団体その他住宅確保要配慮者の

民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮

者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要

配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議す

るため、居住支援協議会を組織することができる。 

２・３ （略） 
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